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はじめに

近年、社会福祉現場においては当事者主体の支援が
当たり前になりつつある。また法的にも自己選択や自

己決定という文言が明記され、利用者の自己決定を尊
重することは、ソーシャルワーク実践において重要な
原則として掲げられている。こうした背景からも、利
用者の自己決定を尊重した支援が充実してきているか
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のように見える。
自己決定は「自分で決める」といった本人の視点だ

けではなく、集団での色々な枠組みや社会との関係性
の中で実現されている。すなわち、他者との協調とい
う側面から選択・決定することによって、得られるも
のが多いといえよう。つまり生活の中で「自分で決め
る」ということを実現していくにあたっては、ソーシャ
ルワークの価値を基盤とした支援過程が重要だと考え
られる。
社会福祉現場で支援を行うにあたっては、こうした

利用者主体の重要性を認識しながらも、具体的な実践
においては困難が生じる場合も少なくない。こうした
状況の中、本当に利用者の意思を尊重した支援ができ
ているといえるのであろうか。
本稿の目的は、自己決定をどのように捉え理解すれ

ばよいのかを利用者主体の観点から整理し、いくつか
の実践例を通して、利用者が「自分で決める」生活を
実現できる支援のあり方を考察することである。
まず、自己決定の捉え方について理解するために、
Ⅰ自己決定する自由という観点や制度上にみる自己決
定の規定を概観する。次に、Ⅱ自己決定を支えるソー
シャルワークのクライエントに対する人間観をソー
シャルワークの価値に併せて整理する。さらに、Ⅲク
ライエントの自己決定を尊重する支援の実際につい
て、いくつかの社会福祉現場における事例を取り上げ、
ソーシャルワーク実践から支援者側の責任という観点
も含めて考察する。最後に、Ⅳ社会福祉現場の中でど
のように利用者の自己決定を保障していけるのか、自
己決定を尊重する支援を利用者と支援者で模索するこ
との意義ついて提言する。

I　自己決定とは

1　自己決定とは

そもそも自己決定とは何なのか。広辞苑においては
自己決定という言葉が存在せず、自己（われ。おのれ。
自分。その人自身。）と決定（しっかりときめること。
しっかりきまること、またそのきまった事柄。）1）とい
う言葉を組み合わせて解釈するにとどまっている。
社会福祉用語辞典（ミネルヴァ書房）では、自己決

定の原則として「バイスティックの７原則の一つで、

ソーシャルワークにおける最も重要な実践原則の一つ
とされてきた。人間は本来、問題への対応のしかたを
自分自身で決める能力をもち、また自分で決める権利
をもっているという個人の尊重の考え方を基本にした
原則である。ワ－カ－の役割とは、クライエントの意
思と力を信頼し、それによって自分のなすことを決定
し行動できるように側面的に援助することも意味して
いる。自己決定はクライエントの援助課程への参加に
通じるものであり、ワ－カ－はクライエントが最大限、
可能な限り自己決定できる条件整備に努めなければな
らない」2）と説明している。
社会福祉用語辞典（中央法規）では、自己決定を「個

別援助の原則の一つであり、サービス利用者が自らの
意思で自らの方向を選択することをいう。自己決定の
原則は、利用者自身の人格を尊重し、自らの問題は自
らが判断していく自由があるという理念に基づいてい
る。しかし、無制限に自由があるのではなく、自己決
定能力に有無や「公共の福祉」に反しない限り、といっ
た制限つきで自己決定権があるというのが一般的な見
方である。また、「自己決定」は、利用者を個別援助
の過程に積極的に参加させることが大切だという意味
で、利用者の「参加の自由」として表わすこともでき
る」3）と説明している。
このように社会福祉においても自己決定については
多様な説明がなされている。換言すると、自己決定を
「自分で決めること」という解釈から社会的存在とし
ての自己に対して権利を尊重した参加ともいえよう。
つまり、自己決定するとは、「何かを自分の意思で

決めること、自分に関する事柄を自分で決めること」
であるが、私たちの日常生活において、自己決定して
いると感じながら生活していることは少ないように思
われる。社会における自己決定を考える際に、その根
拠として J.S.Millの『自由論』が取り上げられること
が多い。その中で J.S.Millは、干渉が正当かどうかを
決める絶対的な原則について「人間が個人としてであ
れ、集団としてであれ、誰かの行動の自由に干渉する
のが正当だといえるのは、自衛を目的とする場合だけ
である。文明社会で個人に対して力を行使するのが正
当だといえるのはただひとつ、他人に危害が及ぶのを
防ぐことを目的とするだけである」4）と自分と社会と
の関係の中で他者に危害を加えること以外は、自分自
身の意思によって決定し、行為をしてもよいと自己決
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定を解釈している。それは極めて当たり前のことのよ
うに思われるが、自分の意思を実行するには、社会と
の調和なども考えながら、自分で決定したことの責任
をとりつつ、社会生活を遂行していくことであると考
えられる。
つまり、福祉の視点で捉えた自己決定においても「自
らの問題は自らが判断していく自由がある」という理
念に基づいているが、それは決して無制限ではなく、
道徳的規範や公共の福祉に反しないといった枠組みの
中において「自分で決める自由」があると捉えること
ができるであろう。
人は少なからず「自分の望むようにしたい、自らの

意思に従い生きて行きたい」と思いながら生活を送って
いる。日常生活で、どんな服を着るのか、何を食べるのか、
余暇の時間をどのように過ごすのか、お金をどのように
使うのかなど日々の些細なことから、将来どのような職
業に就くかなど、生き方につながるようなことまでも選
択し、決定している。つまり自己のニーズを充足するた
めに、一人ひとりが生活の中で自ら選び決定していくと
いう過程を経ているのではないだろうか。
こういった権利の重要性は、法的にも明確に位置づ

けられている。日本国憲法における基本的人権の保
障（第11条）、生命、自由及び幸福追求権（第13条）、
健康で文化的な最低限度の生活を営む権利（第25条）
等は、人はだれもが健康的な社会生活を営む権利を有
するということを明文化したものである。第13条の
いわゆる幸福追求権は、そこにあげられた個人として
の尊重は、すべての国民に平等に保障されるものであ
る。自己選択権はこの個人としての尊重を踏まえたも
のと考えられている。
こうした日本国憲法の規定に記載されているよう
に、われわれの社会では個人の自由意思が尊重され
ているが、自己決定における権利とは一体どのよう
なことを指すのであろうか。今日、自己決定に関す
る議論は、法律や医療や福祉、教育など社会のさま
ざまな場面で行われている。また子どもにも大人と
同じように一人の人間としての権利が保障され、自
己決定すべき個人として社会的にも認識されるよう
になってきた 5）。国際連合においても「児童の権利に
関する条約：Convention on the Rights of the Child（1989）」
という子どもの能動的権利が加えられた画期的な条約
が採択されることとなり、日本も109番目に署名し、

1994年に158番目として批准、条約第2号として発行
している 6）。 この条約では、保護すべき対象から固
有の権利を持つ主体へと子どもの人権観が転換して
おり、「児童の最善の利益（The Child’s Best Interests）」
や「意見を表明する権利（The Right to Express those 

Views）」が明文化されたものといえよう。

2　社会福祉にみる自己決定とは　

社会福祉における利用者の自己決定尊重はソー
シャルワークの原則の１つである。社会福祉基礎構
造改革（中間まとめ）7）では、利用者と提供者間の権
利と義務関係が明確化され、利用者の個人としての
尊厳を重視した構造となっている。具体的には、「個
人が自ら福祉サービスを選択し、提供者との契約に
より利用する」8）という、措置制度から契約制度へと
変革を遂げてきた。また、障害者自立支援法における
市町村等の責務では、「障害者は自ら選択した場所に
居住し、又は障害者若しくは障害児が自立した日常生
活を営むことができるよう…必要な自立支援給付及び
地域生活支援事業を総合的かつ計画的に行うこと（第
2条）」9）と規定されている。
自らの意思で住む場所や利用したいサービスを選
べることが可能になったことになる。岡村 10）は「社
会関係の主体的側面という固有の視点に立って、新
しい固有の対象領域を構成し、専門分業化された他
の生活関連施策では見おとされている生活問題を提
起するところに、『現代の社会福祉』に開かれた道が
ある」と述べている。つまり、利用者が自己決定で
きない状況であるということ、すなわち「個人が社
会生活の基本的欲求を充足するのに必要な専門分業
制度との関係を失って、制度を活用できない状況」（社
会関係の欠損）11）であることを問題視することが社会
福祉の対象であるということにほかならない。この生
活上の問題を解決していくための支援がソーシャル
ワークの役割ということになる。問題を解決し生活す
るのはあくまで利用者であり、利用者の意思に添った
支援を行う為に、クライエントの自己決定を尊重する
ことが重要になっている。
バイステックは、「自己決定の尊重」において次の

ように掲げている。「クライエントの自己決定を促す
という原則は、ケースワーカーが、クライエントの自
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ら選択し決定する自由と権利そしてニードを、具体的
に認識することである。また、ケースワーカーはこの
権利を尊重し、そのニードを認めるために、クライエ
ントが利用することのできる適切な資源を地域社会や
彼自身のなかに発見して活用するよう援助する責務を
もっている。さらにケースワーカーは、クライエント
が彼自身の潜在的な自己決定能力を自ら活性化するよ
うに刺激し、援助する責務をもっている。しかし、自
己決定というクライエントの権利は、クライエントの
積極的かつ建設的な決定を行なう能力の程度によっ
て、また市民法、道徳法によって、さらに社会福祉機
関の機能によって、制限を加えることがある」12）。つ
まり、バイステックはクライエントの自由と権利、ニー
ドを認識することがソーシャルワーカーの責務である
と強調しているといえよう。
副田は、「バイステックの『クライエントの自己決

定』の尊重は、他者からの押し付けや支配に対する自
由の欲求と権利の尊重であると同時に、自分の問題解
決を自分の責任で行うことにより人格を成長・発達さ
せるという意味を含んでいると説明している。これは、
リッチモンド以来の、ワーカーとクライエントとの民
主的な関係を通してクライエントのパーソナリティー
の発達をうながす、というソーシャル・ケースワーク
の伝統的な目的を引き継いだものである」と述べてい
る 13）。クライエントは何かしら生活上の困難を抱えて
おり、その問題を解決することに困っていると捉え、
ワーカーの支援によって、クライエント自身が自身の
問題を解決していく方法やまたその力をつけていける
ために、ワーカーは自己決定をささえるということに
なるのではないだろうか。そのように考えると、ワー
カーは、クライエントのニードを探り、またクライエ
ント自身も自身のニードがわかっていき、そのために
クライエントが主体的な決定を行えているかという視
点をワーカーがもつ必要があるのではないだろうか。
しかしながら小野はバイステックの述べる自己決定

に対し、「パーソナリティーの発達による社会的適応と
いう枠組みでの検討が中心となり、制度を媒介にした
視点や社会発展の方向性の問題、さらに自己決定を伴
う対象の限定の問題についても、基本的な問題や矛盾
を指摘せざるをえない」14）と批判的な考察をしている。
つまり、パーソナリティーの発達はクライエントの経
験が影響することは周知の通りであるが、社会もまた

変化するものであり、社会の中でいかに適応しながら
自己決定していくのかという視点に着目しているとい
える。このように考えると、自己決定は、社会との関
係の中で行われ、もっと具体的にいうとクライエント
の生活環境との関係の中で行われるということになる。
狭間は、「自己決定を積み重ねることが、さらなる

自己決定を促し、エンパワーメントに導く」とし、「援
助者は利用者のエンパワーメントを目指して、自らの
援助観（人間観）を覚知するとともに、利用者の生活
文脈の中で、利用者の意思を読み取り、確認しながら
支援することを求められる」とし、自己決定を支え合
うということの重要性を述べている 15）。つまり、「支
える」という視点に加えて「支え合う」という視点の
必要性を提言している。
また石川は、「福祉サービスを利用するに当たって

は、願望があってもそれを言うことに遠慮やためらい
がある人も多く、欲求を言える・聞き取ることができ
る援助が必要である。特に自己主張が抑圧される経験
が多かった人々にとっては、『好みを表出して良い（許
される）という経験、その権利があると知り積み重ね
ていくための援助も必要である。』とし、表出能力に
対する援助として「クライエントが発言できるように
援助すること」の重要性を述べている 16）。
このように社会福祉における自己決定についても、多

様な視点からの研究がなされているが、社会環境や利用
者の生活状況は日々変化しており、そこに存在するニー
ズも決して固定的なものではないといえるであろう。
自己決定の原則や原理が唱えられていながらも、一
人ひとりの価値観は多様であり、様々な関係性の中で
成長・発展していくものであるからこそ、利用者と支
援者が協働しながら進めていく過程が重要になってく
るのではなかろうか。
すなわち、社会福祉にみる自己決定とは、利用者が
自分で決定したと思えることであり、支援者が利用者
の決定したことだと受け入れようとすることだといえ
るのではないだろうか。

II　自己決定を支える人間観

1　社会的存在としての人の能力

人は日常の些細なことから、生き方に関するような
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ことまで自己決定をしながら暮らしている。人は生命
を与えられた時から、身体的のみならず、精神的、心
理社会的に発達する過程において、自己決定を連続的
に行いながら、生活をしているといえるだろう。
黒川は、ケースワーク援助をする前提として最も基

本的な事柄は、「人間」に対する確固とした信念であ
り、信頼であり、それは、「人間は無限に成長発展す
る意欲と可能性をそなえた存在である」と述べている。
またその成長発展は、「人は周囲との関係の中でこそ、
良くも悪くも行われる」17）とその関係性に大きく左右
されることを指摘している。
ブトゥリムは、ソーシャルワークにおいて重要とさ

れる3つの価値を掲げている。それは「人間尊重、人
間の社会性、変化の可能性」である 18）。ここでいう変
化の可能性とは、人間の変化、成長および向上の可能
性に対する信念から生じているもので、人間を社会的
な存在として位置づけ、社会性の中でこそ変化してい
くものだととらえている。つまり成長発展しようとす
る者に対し、それを促すような関係があれば、良い行
動が行われ、邪魔するような関係があれば、悪い行動
が行われる。すなわち環境や人との関係性の中で変化
するということだと解釈できる。
また副田は、ソーシャルワーク実践における価値を

３つに整理している（表１）。そして支援にあたっては、
これらのいずれをも尊重し追求することが求められる
としている 19）。

表１　ソーシャルワークの価値理念

根本的価値
ソーシャルワーク
の存在を根拠づけ
る価値

個人の尊重、自由、平等、
社会的公正・社会的公平
としての社会正義など

中心的価値
ソーシャルワーク
実践の方向性を指
し示す価値

健康で文化的な生活、自
己実現、ＱＯＬ、エンパ
ワメント、社会的包摂＜
ソーシャルインクルー
ジョン＞、自立、ノーマ
ライゼーションなど

手段的価値
ソーシャルワーク
実践における行動
原理を導く価値

自己決定、プライバシー、
多様性＜ダイバースティ
＞など

出典：副田あけみ　社会福祉専門職ライブラリー　
＜社会福祉士編＞　社会福祉援助技術論　ジェネラリスト・

アプローチの視点から

人間の生活は過去から今日、今日から明日へと日々
時間の経過と共に連続しながら営まれる。今ここでの
出来事をどう認知するかは、過去の経験からくるもの
が大きいのではないだろうか。つまりこうした経験に

よって、自らの行動が変化していくといえるであろう。
溝渕は、「『過程』という特性は、人間の『変化の可能性』
という考え方と関係が深い。」とし、次のように説明
している。「人間が生きるということは変化し続ける
ということであり、変化し続けること自体がプロセス
を刻むということにつながる。その変化の推進力は、
『人間の社会性』にもとづいた他なるもの（家族や近隣、
地域、社会環境等）との不断の相互作用によってもた
らされる。また、人間は変化し続ける以上、ある一定
の状態に決めつけたり、区別・差別することはできな
い」20）。つまり、ただ自然発生的、偶発的に起こるも
のではなく、人と環境との絶え間ない相互作用のプロ
セスの中に、人間の成長発展があると捉えることがで
きよう。従って、本人の変化の可能性を支えていくに
あたっては、こうした支援過程が重要な鍵を握ってい
ると考えられる。

２．ソーシャルワークの価値

太田は、「社会福祉は、公共の福祉というわけで、
時代を反映した共通の価値や理念、推進する計画や施
策と理解され、広く社会的水準に照らし生活を維持す
る施策の総称とされる。その実践活動としてのソー
シャルワークという立場から、利用者支援を基点にし
て施策の活用や整備をとらえ直す」21）と述べている。
ソーシャルワークは実践概念であり、当事者が生きた
時代に応じ、自己実現に向けた生活を送れるように支
援することが、ソーシャルワークの価値であり、また
目標でもあるといえる。自己実現に向けた生き方をす
ることは、当然ながら、その人その人で違う。言い換
えれば、一人ひとり違う個人がその時々の場面で、自
己を取り巻く環境を活かし、自己の価値により、選択・
決定しながら生活している。そのための支援をするこ
とが、ソーシャルワーク実践であるといえる。
津田は、「ワーカーとして利用者支援を展開してい

くうえで、『私は○○の価値に基づいて物事を判断し
た』と説明できることが理論的根拠に基づいた実践で
ある。この価値基盤が揺らいだり、曖昧であったり、
蔑にされたりすると、利用者支援の根底が崩れ、誤まっ
た方向へと陥落していく恐れがある」22）と述べている。
つまりソーシャルワークの価値が、ソーシャルワー
カー自身の確かな理論的根拠となっているように思わ
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れる。従って支援の方向性を決める時には、その価値
に基づいて実践を行っているといえよう。
しかしながら現場においては、支援者は日々自問自

答を繰り返しながら実践を行っている。こうした自問
自答を繰り返す理由の一つに、利用者のニーズや希望
する行動が、社会で良いとされている行動や考えにそ
ぐわない場合や利用者に危険や不利益が生じる場合
に、利用者の気持ちをどのように解釈し、支援すれば
いいのかということが挙げられる。
例えばその行動や発言が一見問題のある行動だと思

われても、それは本人が何か伝えようとしている意思
であるととらえ、それを支援のヒントとして考えてい
く必要があるだろう。つまりその行動を抑制しなけれ
ばならないという解釈ではなく、まずは本人をありの
ままに受け入れるということが重要だと考えられる。
そして、利用者がより良く生きたいという思いを持っ
ていることを基本として、どのようなニーズがあるの
かを理解しようとし、またこれを実践していく必要が
あるのではないだろうか。すなわち利用者の自己実現
に向けた支援にあたっては、ソーシャルワークの価値
に基づいた人間性が求められていると換言できよう。

Ⅲ　支援実践現場を通して

利用者の自己決定を尊重した支援の実践について、
実践現場から２事例を紹介し、利用者の述べている
ディマンドと支援者の介入に分けて整理する。この2

事例の選択にあたり、共同研究者間で論文主旨を議論
後、各研究者の臨床事例を提供した。事例は脳血管障
害の高齢者、精神障害者、学童保育に通所している児
童と３事例があがったが、児童の事例は、発達段階上
の発達課題を含めた視点が重要になるため、他の２事
例とは考察の要素が違うと考えられた。よって、高齢
社会を迎え、今後ますます高齢者に対する支援が増す
ことが予想されることから高齢者を選択し、加えて精
神障害者に対する自己決定を尊重した支援に対する先
行文献が少ないことから精神障害者を選択した。さら
に、生活を支援するという観点から、退院し、地域で
暮らし、支援を利用している方を選択。事例1はデイ
サービスを利用している脳血管障害を罹患者で、デイ
サービス職員の話とケース記録より抜粋し、整理した。

事例２はデイケアに通う統合失調症の方で、自己決定
できることを目標に支援を行っている方を選択し、支
援者への聞き取り調査から整理した。

1　倫理的配慮
対象者には本研究の目的、プライバシーの保護
などを、実践現場の支援者を通して、文書と口頭
による説明を行い、同意を得た。また、施設長に
対しても同様に、文書と口頭による説明を行い、
同意を得た。

2　【事例１　Ａ氏】
70歳代後半男性
脳血管障害による右片麻痺、通所介護（以下、

デイサービス）に通う

＜概要＞
夫婦２人暮らし。退職後家庭での生活が中心であっ
た。性格はせっかちで頑固なところがあった。6年前
に脳梗塞を発症し右片麻痺となる。発症後入院した急
性期病院でリハビリテーションを受け、退院後は、地
域のデイサービスセンターのサービスを受けながら、
自宅生活を送ることになった。
病前は、毎日決まった時間に歩行に出かけ、昼食を
自分で準備し、年に2回花の植え替えを行うなど、自
分で毎日の行動計画を立て生活していた。退院後もそ
れらのことを続けていこうと考えていた。元来、自分
で決めて自分の思った通りにしたいというところがあ
り、周囲の人達のいうことを受け入れることができな
い頑固なところがあった。

＜ディマンド＞
「もっとしっかりと歩けるようになりたい、右手で字
が書けるようになりたい」という強い気持ちをもち、デ
イサービスセンターで運動を継続して行うことを望ん
でいた。その為に必要だと考えた活動はすべてすると決
めており、デイサービスのプログラムに合わさず、自分
の時間として取り組んでいた。例えば間食の時間になっ
ても、全く気にならずに自分の活動に取り組んでいた。

＜介入＞
デイサービスにおいてＡ氏は、自分の興味のある体
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操や屋外歩行、マシーン訓練には積極的に取り組んだ
が、それ以外の活動、例えばレクレーションなどに誘っ
ても参加しなかった。野菜作りを提案したところ、興
味を示し取り組むようになった。　
野菜作りは、何を植えるか、植えつけの時期、収穫

の時期、土の手入れ、必要物品の購入などを担当スタッ
フと相談して進めるようにした。毎日の水やりや、栽
培記録をデイサービスに来所すると必ず最初に取り組
むようになった。
デイサービスでの活動が、畑の世話などで、多くなっ

たり重なったりしても計画を変更することができない
こともある。このようなＡ氏に対して、スタッフはニー
ズを満たしながら、本人の自己決定を尊重し、Ａ氏が
積極的に活動に取り組めるように関わっている。朝、
来所時必ず当日の行動計画を本人と確認しておく。計
画に無理がある時、例えば時間が足りなかったり、ス
タッフが介助につけないなど、活動の優先順位を確認
し、活動を本人に選択してもらったり、違うプランを
示し選択してもらうようにした。来所時に調整してお
くことを必ず行っている。また、途中計画を変更する
ことが起きた場合は、そのことが分かった時点で説明
し、Ａ氏の意思を確認し調整を行い、変更を受け入れ
てもらうように説明している。

＜考察＞
デイサービスは、介護認定をされた要支援や要介護

の方を対象とした介護を目的とした施設である。通院
リハビリテーションと比較すると、社会的支援や介護
負担軽減が目標とされ、課題として健康管理や必要な
リハが見逃され易いという特徴がある。具体的には、
「生活機能の維持と向上に目的があり、そのため、必
要な健康と体力の維持・増進に加え、基本動作や食事・
排泄・入浴・更衣・整容といった日常生活活動の自立
が図られる。具体的には、買い物・調理・園芸・地域
への外出など日ごろ行っていた活動を体験することで
意欲や自信を取り戻し、活動的な生活が過ごせるよう
支援される」23）。その中で、特にＡ氏に対し、支援者
の責任として考えられることは、歩きたいという思い
の強さから、転倒への配慮や注意を十分に行う必要が
ある。転倒することが、Ａ氏にとっては身体面だけで
なく、精神面や認知面などの機能低下にもつながり参
加にも制限を与えてしまう。

野菜作りは、一年を通じて計画性を必要とし、身体
的にも十分な体力や筋力が必要な活動である。そのた
め、本人自身で全て行うことはできないので、できな
いところは援助することが必要になる。本人自身の自
己決定をそのまま受け入れ、実行を認めるということ
は、転倒の危険性が高まり、また疲労による注意力な
どにも影響を与えてしまう。結果的に、上手くいかな
くなってしまうと本人の自信にも影響を与えかねない。
富樫は 24）「援助者は同調できない対象者の自己決定に
対して、何の葛藤もなく従うべきでない」と、支援者
の責任放棄という視点や、支援方針と利用者の自己決
定が衝突した場合について述べている。「支援者が自己
決定に介入することが、次の段階に進めることができ、
また対象者の抱える課題を解決する援助が行える」と、
自己決定前後の過程を含めた視点で捉えている。
Ａ氏は、デイサービスのプログラムを理解したその
上で、プログラムに合わせた行動を行おうとし、利用
者としての責任を取りながら施設を利用していた。本
人が相談できる担当者を決め、1日の中で本人が行い
たいことと支援者側が本人のできるであろうと判断し
たことの相談を行った。Ａ氏は、担当者を決めるとい
うことは、Ａ氏の自己決定時の特徴や昨日と今日の違
いを経過的にみることができ、Ａ氏自身もその人に相
談すればよいということが明確になり、自分の意見や
考えを述べやすい。本人の考えていることを担当者が
他のスタッフに伝えて、一日の活動を調整して実施し
た。担当者を決めることで、Ａ氏とのやりとりだけで
なく、Ａ氏のデイサービスでの関わる支援者とのやり
とりがよりスムーズになる。そのことによって、本人
の自己決定を補完する対応が行えていたと考えられ
る。このように、自己決定を支えるには、支援者と利
用者との関係だけでなく、他のスタッフとの関係性も
重要となる。すなわち支援者は利用者について他のス
タッフへ伝達し、それにともなう調整力が必要とされ
ると考えられる。

【事例２　Ｂ氏】　
40代前半の男性　
統合失調症罹患により精神科デイケアに通う

＜概要＞
小学生時より、奇声を発することもあった。15才時
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に母はうつ病で自殺、父が6年前に死亡（アルコール
依存症）している。20才代前半は、製造業での勤務経
験がある。20才代半ばに、統合失調症と診断され、入
院歴がある。
現在のキーパーソンは妹であり、経済的な支援を

行っている（年金なし、精神障害者手帳あり）。他病
院の援護寮が満期になり、PSW経由でグループホー
ムに入居となった。PSWより、日中の活動場所につ
いてデイケアが提案され、Ｂ氏が決める。Ｂ氏は、
PSWからの提案を、「ここでいいわ」と了解する。

＜ディマンド＞「仕事はしたい」。
デイケア以外の活動場所は、障害者雇用にて半日の

掃除を行っている。デイケアでの就労準備プログラム
では、「仕事がしたい」と、希望は述べることができ
ている。しかし、他メンバーが具体的な目標として、「職
安に登録する」、「資格を取りに学校へ行く」など、挙
げていくが、なかなかＢ氏は具体的に挙げることがで
きない。メンバーのなかで、最初に問うと、「みんな
はどうしてる？」と答えるのみで、スタッフが例を挙
げて説明すると、「じゃあ、それで」と返答してしまい、
自分の考えや目標、どうなりたいのかについての具体
的な考えが出てこない。

＜介入＞
半年に1回スタッフとモニタリング（本人に目標を
聞く）を実施している。「普通に生活をしたい」とい
うが、具体性に欠けるので、デイケアスタッフが一つ
ずつ問えば、以下のように答えることができる。
支援者「普通とはどういうことですか」―Ｂ氏「自

分で買った家に住むこと」
支援者「住んで、それからどうしますか」―Ｂ氏「妻

と子どもと住む」
支援者「そのためのお金はどうしますか」―Ｂ氏「仕
事はしたい」
現在は障害者雇用で掃除を行っているが、本人はも

う少し違うイメージで仕事を捉えている。デイケアの
喫茶プログラムを紹介すると、Ｂ氏「やってみます」
と答える。喫茶プログラムは、利用者の参加はクロー
ズドでメンバー固定、半年単位で実施している。プロ
グラムの参加希望者は事前に、申し込み広告で名前を
書く必要がある。そのことを説明すると意思表示はし

ないが、自ら用紙に記入はしない。締め切り日前にス
タッフから促せば最後に名前を書く。支援者が待てず、
喫茶の申込の前に声をかける必要がある。
現在は、デイケア喫茶での準備と運営をしている。

接客での受け答えが非常に不得手である一方、実際の
場面の中での指導はしやすい。喫茶での活動におい
て、手際良く、作業速度も良好で、持久力も備えてい
て、理解できた部分に対しての作業遂行能力を有して
おり、これをＢ氏のストレングスと捉えている。一方、
「わからない」ことに対しての解決が出来ず、そのま
ま放っておくなどの行動から、周囲からはやる気がな
い、手を抜いているように見える。
対人交流場面においては、「おいくつですか」の問

いに「何で？」と返答をしたり、「氷取ってください」
と他者への頼みごとに対して、お礼が言えないなどの
愛想のない対応が特徴的である。
デイケアでの全体的な様子においても、デイケアで
のプログラムでの参加する、しないの決定はできるが、
当日まで返事をしない。作業の中で予測はできるが、
自分のこととして考えられない。
現在は、上記の様子を踏まえて、本人の行動を想定
して考えてもらう問い方（「○○だったら、どうしま
すか」など）で、本人の決定や判断、具体的な実践の
サポートをしている。「仕事はしたい」は明確な意思
であるが、生活のイメージや仕事をするための具体的
な対策や予測される問題など、自分で予測し、判断し、
対応していくことが難しい事例である。

＜考察＞
通院医療の目指すものは、治療的行為と同時に生活
支援が行われる。服薬管理などの生活管理が基本とな
り、再入院の予防や就労支援が具体的な目的となる。
安西 25）はデイケアの目標として「就労を含む社会参
加促進と重度患者の QOL向上・地域生活維持の拡大」
を挙げている。厚生労働省はデイケアの役割や機能に
ついて、目的思考型と日中生活支援型に分けて機能分
化することの例を提示し奨励している。また「デイケ
ア等は、日中活動系の障害福祉サービスよりも相当多
くの利用者に利用されており、精神障害者の退院後の
生活支援を含め、地域移行における受け皿の機能を果
たしている。貴重な医療資源をより重症な患者に重点
的に活用する観点や、利用者のニーズ・目標に応じた
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多様なサービスを提供する観点からは、対象者、利用
目的、実施内容が福祉サービスと重複しているデイケ
ア等については、利用者が徐々に障害福祉サービスに
移行できるよう、障害福祉サービスの充実等を図って
いくべきではないか」26）と検討事項を挙げている。こ
のことから、デイケアの利用目的が地域での生活を支
える視点ではどの利用者も同じであるが、そのために
就労を目指すのか、参加する場の提供が主目的になる
のかといったように課題設定が多様であるといえる。
Ｂ氏は、20代で発病し入退院を経てデイケアに通院
し、障害者雇用にて就労している。支援者側から今後
の目標を聞くと答えることができる。Ｂ氏にとって「普
通の生活をしたい」と望むなかに「仕事をする」とい
うことが含まれていると考えられる。希望する生活は、
よくあるような一般的な目標であり、現実離れしてい
る訳でもない。むしろ、一般的に多くの人が望むよう
な生活を目標にしている。しかしながら、その目標の
ための具体的行動がとれない。換言すれば、目標の内
容は極めて現実的だが、本人にとっては現実的なこと
として考えられない、考えを進めていけない。自分の
ことなのにまるで自分のこととして考えられていない
ような言動である。これは約20年間にわたる患者と
しての役割を担ってきた、医療行為を受けるという役
割を長期間遂行していることに起因しているのかもし
れないが、支援者は利用者が発するものを支援のヒン
トとして活かしていかなければならない。Ｂ氏の場合、
「仕事はしたい」という発言があり、それは何のために、
どういうことをしたくて言っているのかという気持ち
を受け入れながら、どのような環境で活かすことが可
能かを共に模索していくことが必要になるのではない
だろうか。
支援者としての役割は、利用者が答える「普通に生

活したい」という言葉を目標に、利用者のいう「普通」
とは「暮らし」とはどういうイメージなのかを聞きい
れることにある。しかしながら、イメージを具体的に
しようという投げかけに対し、予測はできるが、自分
のこととして考えられていないという内容の返答や予
測した行動に繋がっていない。利用者の言っている言
葉も、行っている行動も両方ともが、利用者自身から
おこっていることである。障害や病気でなくても、「普
通の生活」とは実に漠然とし、尚且つ個別的なもので
ある。病気になったことで、20年来にわたり、服薬や

受診など患者として必要な役割を遂行する過程の中
で、自らが環境や社会へ、主体的に行為を行うことが
減り、社会との関係性が受け身的になってきたのでは
ないだろうか。　
谷口は、自身も幼いころから障害を持っており、当
事者の観点も含めて自己決定を高める要素について、
「①障害をもつ人たちが決めたことを、周りの者は即
座に否定しないことが大切、②小さな達成感を繰り返
し得ていくことで、障害をもつ人たちに自信をもって
いただくこと、③他者との意見相違による討論が、介
助に影響しないという安心感を求めること、④雑然と
しているディマンド（欲求）を整理し、目標を明確に
していくこと⑤過去の経験を素材にしたシミュレー
ションを明確にしていくことが必要である」と述べて
いる 27）。加えて、自己決定は育てられるものであり、
その過程が「アドボケイト」なのではないかと述べて
いる。すなわち、まず利用者の言いたいことを最後ま
で聞き入れ、支援者のアドバイスを加えながら、利用
者自身でのみ決めてもらうのではなく、利用者の経験
から起こる決定と支援者の経験から判断できる決定に
対し折り合いをつけながら、利用者にとっての新たな
決定を行っていくことではないだろうか。そのために
社会制度の中で、どのように決めていくかを支援者と
共に模索できるような支援が求められる。精神疾患の
あるＢさんにとっての「仕事」と支援者のいう「仕
事」の認識のズレがあるように考えられる。Ｂ氏のか
つての職業体験や現在の障害者雇用の職業体験も併せ
てＢ氏にとっての仕事とは何かを模索していく必要が
ある。その際に、利用者の以前の経験と比較して本人
にとってどう違うのか、今後の仕事とはいままでの仕
事と何が違うのかという視点も大切なのではないだろ
うか。

Ⅳ　考察

ソーシャルワーカーが利用者の自己決定を支えると
いうことは、決定が困難な人に対して決定できるよう
にするということではない。決定することや、その決
定の内容が環境の中で上手くあっていないということ
に対して、ワーカ－と共に考えて実行していくことに
より、具体的な生活上の困難を改善し、さらに利用者
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の人格を成長・発達させることであると考察できる。
すなわちその人のストレングスに着目しエンパワメン
トすることである。岡村は 28）、人間の基本的欲求を７
つ挙げて、その中の一つに「他人の干渉を受けずに自
主的に行動し、物事を自発的に選択したいという独立
の欲求」を挙げている。病気や障害を患うことによ
り、他者の支援が必要になる、つまり本来出来ていた
ことも他者の干渉を受けることになり、自らの思いと
わずかながらでも違うように行われてしまう可能性も
ある。人間の欲求を生活という具体的な場面で実行で
きるためには、ソーシャルワークの価値に基づく支援
者の利用者に対する人間観が問われてくる。

 

＜事例ＡとＢから導きだされることは＞
①利用者が自己選択・自己決定できるような環境を

どのように整えたか。
Ａ氏：どんどんと自分の興味あることは決定し

てやってしまい、他のことに対し興味を
示さない。

⇒　支援の方法
朝来所時、必ず予定を確認し、活動の優
先順位を調整する。
Ａ氏の行うプログラムの折り合いをつける。
予定の調整を担当する職員を決め、Ｂ氏
が理解しやすいようにした。

Ｂ氏：希望は言うが、希望をかなえるために何
を行えばよいかという具体的なことは考
えられない。

⇒　支援の方法
本人の行動を想定して考えてもらう問い
方（「○○だったら、どうしますか」など）
で、本人の決定や判断、具体的な実践の
サポートをしている。

　　　　　　
②具体的に○○ができるようになったことは。
Ａ氏：朝毎日、利用者が行いたいと思っていること
と、支援者側ができるであろうと思っていることの予
定を相談し、認識のズレを調整することで、計画的に
進めることができ、利用者本人の満足感や達成感が得
られた。
Ｂ氏：デイケア喫茶の準備と運営の場面で、どの

ような段取りで行っていけばいいのかを判断ができ

なかったが、繰り返しの支援により、段取りを学習し、
決まったことは、自ら行っていける。一方、具体的
でないことに関しては、他者の意見と同様にします
というなど、その場しのぎとも取れる返答が見られ
る。Ｂ氏のようにイメージすることが苦手で自己決
定しにくい利用者の場合、支援者との認識のズレを
支援者と利用者の共通の理解になるためには、実際
の場面にできるだけ近い体験が必要になってくるの
ではないだろうか。
Ａ氏、Ｂ氏ともにはじめは支援者主導の自己決定で
あった。Ａ氏が自ら行いたいという自己決定に対し、
支援者はその意思を尊重し、保障する支援を行った。
Ａ氏の活動性とその活動を維持することが可能である
かをアセスメントし、途中の変更などがないように、
またＡ氏の満足感が感じられるような支援を行うこと
が、Ａ氏の自己決定を保障した支援であったのではな
いだろうか。支援者が野菜作りを提案し、何を植える
かなど提示し、徐々にＡ氏の意見も取り入れることが
増えてくるようになった。Ｂ氏の場合は、自らが積極
的に行動することはないので、支援者から「どうです
か？やりましょうか？」との提案がある、その内容に
添ってみるというのがＢ氏の決定の仕方であった。そ
の添った行動を行ったときに、Ｂ氏の失敗感につなが
らないように支援することが、Ｂ氏の自己決定を保障
した支援となるのではないだろうか。徐々に経験済み
の場面での自己決定をする場は増えてきていたが、ま
だまだ支援者の助言や後押しがありながらの決定であ
る。このように利用者による自己決定は、支援者主導
から段階的に利用者が決定するようになってきている
と考えられる。
ここで自己決定を支えるということは、利用者が自
己決定できるようになるということではなく、自分で
決める経験を通して、「自分でやっている」と思える
体験を繰り返し、積み重ねることを支援することだと
仮定する。利用者が自身の生活の自己決定を繰り返し
ながら模索して構築していく過程に支援者がともに利
用者の意思を尊重しながら支援することが大切なので
はないだろうか。支援があることによって、利用者の
経験が例え失敗に終わっても、その結果を共有でき、
失敗を次へ活かす経験となるような支援をおこなうこ
とが可能となるのではないだろうか。
笠原は 29）、当事者主体の自己決定支援モデル開発に
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向けた研究の考察として、当事者の意見から学ぶこと
の重要性を指摘し、4つの項目に纏めている。その中
の「当事者の視点から自己決定を理解する」項目の中
で、「自己決定は何より自分で決めることであるが、
同時に他者も必要とする」と述べている。つまり自己
決定の支援では、自分だけでなく他者の存在やその関
係性も考慮した上で、支援者の考えに本人を合わせる
のではなく、まず本人を中心に考えることが求められ
るとしている。Ａ氏、Ｂ氏が希望することを、実施で
きる環境を構築していくには、他者や環境との調整を
図っていくことが不可欠である。つまり支援者は他者
との調整能力を高めていくことも重要であると考えら
れる。調整にあたっては困難や不可能な場合もあると
いえるが、こうした環境との関係性の中で、本人を中
心とした支援のあり方を模索していく過程に意義があ
るのではないだろうか。
佐瀬は、老人の施設入所に関する研究で、利用者が

「主体的に決定」から「与えられた選択肢に順応」「家
族の決定に依託」「家族の決定忍従」「家族の決定に譲
歩」「決定不能」「決定に関与させてもらえない」と７
つのプロセスがあると述べている 30）。これから考えら
れることは、利用者の自己決定を支えるためには、た
だ情報を提供する、環境を調整して自己決定し易くす
るということだけでなく、支援者と利用者の決定に関
する主導をどちらが主に持つのかを段階的に考えてい
く視点と経過をみていくモニタリングの視点が重要に
なるのではないかと考察できる。
一方、鎌谷は、自己決定を尊重する支援を阻害する

要因が支援者側だけに存在するのではないと論じ、社
会保障制度にも目を向ける必要性があることを提言し
ている 31）。つまり利用者と支援者側の関係性や支援者
の調整能力だけで利用者の自己決定を尊重した支援を
捉えるのではなく、社会や利用者を取り巻く環境と
いった枠組みの中で、考察していくことが重要だとい
うことになる。つまり、利用者の自己決定を尊重した
支援が実践しにくい現状があり、その原因は支援者の
支援力ということだけではないことに他ならない。今
後、対利用者の支援を実践していく中で、時間的な問
題や環境面などの問題があり、実践しづらい課題につ
いての検討も必要だと考えられる。

Ⅴ　まとめ

ソーシャルワーク実践における自己決定を尊重する
意味について、２事例（デイサービスに通所する高齢
者、精神科デイケアに通う統合失調症の者）を通して
考察を行った。
自己決定の尊重を原則にいかに実践をおこなってい
るかの考察から、その個別的な支援は、本来の自己決
定を支援、つまり利用者の人格の成長・発展も含んだ
支援であるかの考察までには至らなかった。利用者の
ありのままの声に耳を傾け、利用者の自己実現に添っ
た支援が大切であるが、支援者側の役割や責任の中
で、支援者が模索しながら行う支援であるのが現状で
ある。
ソーシャルワーク実践は人が社会の中でよりよく生

活していくことにアプローチしようとしている。利用
者のニーズにそった主体的な生活の実現のために、支
援者は利用者への情報提供や環境調整を行っている。
支援者がどのように自己決定を支えるのかは、支援者
が利用者にどのように支えられるかである。そのため
には支援者と利用者の関係性から、共通の目標をもっ
て支援を実践することが重要なことなのではないだろ
うか。はじめは、支援者が主導をもった自己決定の支
援であり、徐々に利用者が主導を握っていけるような
支援であることが、支援者と利用者による参加と協働
によるソーシャルワーク実践ということなのではない
だろうか。
本稿では、実践現場において利用者の自己決定を尊
重した支援について検討したが、利用者がこのような
支援についてどのように感じているのか、どういうと
ころが生活支援につながっていたかと感じているかに
ついては定かでない。また支援実施にあたって、支援
者と利用者の共通理解についての検討が不十分である
と考えられる。今後の課題は、利用者の主観的な意見
を含めて考察することであり、実践していきたい。
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